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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】平成22年10月14日(2010.10.14)

【公開番号】特開2008-160796(P2008-160796A)
【公開日】平成20年7月10日(2008.7.10)
【年通号数】公開・登録公報2008-027
【出願番号】特願2007-236810(P2007-236810)
【国際特許分類】
   Ｈ０４Ｒ   1/10     (2006.01)
   Ｈ０１Ｍ   2/10     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０４Ｒ   1/10    １０１Ｚ
   Ｈ０４Ｒ   1/10    １０１Ｂ
   Ｈ０１Ｍ   2/10    　　　Ｕ

【手続補正書】
【提出日】平成22年8月31日(2010.8.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　使用時に使用者の頭に係合するように形成された第１の側部、および前記第１の側部と
は反対側の第２の側部を有する筐体と、
　電池を受け入れて格納する前記筐体の前記第２の側部の凹部と、
　電池扉と、
　前記筐体の前記第２の側部に前記電池扉をスライド移動可能に係合させる手段と
を備え、
　前記スライド移動可能に係合させる手段が、前記凹部が使用者にアクセス可能となる第
１の開位置、および前記凹部が前記電池扉で覆われる第２の閉位置に、前記電池扉の位置
決めを可能とするように構成されてなるヘッドセット用のイヤーカップ組立体。
【請求項２】
　背景ノイズを能動的に低減する手段を備える請求項１に記載のイヤーカップ組立体。
【請求項３】
　前記電池扉を前記第２の閉位置に選択的に保持する手段を備える請求項１または請求項
２に記載のイヤーカップ組立体。
【請求項４】
　前記電池扉を前記第１の開位置に選択的に保持する手段を備える請求項１から請求項３
のいずれか１項に記載のイヤーカップ組立体。
【請求項５】
　前記筐体の前記第１の側部は実質的に平坦であり、前記電池扉をスライド移動可能に係
合させる手段は前記筐体の前記第１の側部に実質的に平行な平面において前記電池扉をス
ライド移動させるように構成されてなる請求項１から請求項４のいずれか１項に記載のイ
ヤーカップ組立体。
【請求項６】
　前記電池扉をスライド移動可能に係合させる手段は、前記電池扉を回転スライド移動さ
せるように構成されてなる請求項１から請求項５のいずれか１項に記載のイヤーカップ組
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立体。
【請求項７】
　前記電池扉をスライド移動可能に係合させる手段は、前記電池扉を直線的にスライド移
動させるように構成されてなる請求項１から請求項６のいずれか１項に記載のイヤーカッ
プ組立体。
【請求項８】
　前記電池扉をスライド移動可能に係合させる手段は、前記筐体の前記第２の側部の表面
と交差するように前記電池扉をスライド移動させるように構成されてなる請求項１から請
求項７のいずれか１項に記載のイヤーカップ組立体。
【請求項９】
　前記電池扉は、これが前記第２の閉位置にあるとき、前記筐体の第２の側部の少なくと
も一部を覆うように構成されてなる請求項１から請求項８のいずれか１項に記載のイヤー
カップ組立体。
【請求項１０】
　前記筐体の第２の側部の少なくとも一部は、前記凹部の少なくとも一部を含む請求項１
から請求項９のいずれか１項に記載のイヤーカップ組立体。
【請求項１１】
　前記電池扉は、前記第２の閉位置にあるとき、前記筐体の前記第２の側部の実質的に全
体を覆うように構成されてなる請求項１から請求項１０のいずれか１項に記載のイヤーカ
ップ組立体。
【請求項１２】
　前記電池扉は、前記第２の閉位置にあるとき、前記電池扉の少なくとも一部が前記筐体
の前記第２の側部の少なくとも１つの縁部からはみ出してなる請求項１から請求項１１の
いずれか１項に記載のイヤーカップ組立体。
【請求項１３】
　前記筐体内部にラウド・スピーカを内蔵してなる請求項１から請求項１２のいずれか１
項に記載のイヤーカップ組立体。
【請求項１４】
　請求項１から請求項１３のいずれか一項に記載の第１のイヤーカップ組立体を備えるヘ
ッドセット。
【請求項１５】
　第２のイヤーカップ組立体を備える請求項１４に記載のヘッドセット。
【請求項１６】
　請求項１から請求項１３のいずれか１項に記載の第２のイヤーカップ組立体を備える請
求項１４に記載のヘッドセット。
【請求項１７】
　前記第１のイヤーカップ組立体が連結されるヘッドバンドを備える請求項１４から請求
項１６のいずれか１項に記載のヘッドセット。
【請求項１８】
　前記第１のイヤーカップ組立体が、第１のヨーク組立体を介して前記ヘッドバンドに連
結されてなる請求項１７に記載のヘッドセット。
【請求項１９】
　前記第２のイヤーカップ組立体が前記ヘッドバンドに連結されてなる請求項１５または
請求項１６に従属するときの請求項１７、あるいは請求項１５または請求項１６に従属す
るときの請求項１８に記載のヘッドセット。
【請求項２０】
　前記第２のイヤーカップ組立体が第２のヨーク組立体を介して前記ヘッドバンドに連結
されてなる請求項１９に記載のヘッドセット。
【請求項２１】
　前記第１のイヤーカップが前記第２のイヤーカップに通信可能におよび／または電気的
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に結合されてなる請求項１５または請求項１６、あるいは請求項１５または請求項１６に
従属するときの請求項１７から請求項２０のいずれかに記載のヘッドセット。
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